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教育大綱（案）

４．重点目標

①幼児教育の充実

人間形成の上で、重要な役割を持つ幼児教育の充実を図ります。

・幼稚園、保育所（園）、家庭と小学校との連携強化

・社会性や豊かな人間性の育成

①幼児教育の充実

幼児期における教育は、人間形成の上で重要な役割を持っています。

むつ市では、私立幼稚園・保育園の独自性に十分配慮して側面的な支援に努

めるとともに、義務教育へのスムーズな移行を目指し、幼稚園・保育園、小学

校、家庭、地域との連携を深めていきます。

・幼児教育と義務教育の相互理解を深める幼保小連携

幼稚園・保育園と小学校との相互訪問や連携推進講座の機会を通じて、幼

児教育と義務教育の相互理解を深めていきます。

また、幼児教育、義務教育それぞれが抱える課題や悩みを共に理解し、充

実した幼児教育につなげるための情報交換を行う協議機関を組織します。

・幼児教育における家庭や地域の役割の明確化

保護者からの相談や幼児教育機関・学校・地域の行事等を通じて、家庭あ

るいはそれぞれの地域とのつながりを深め、幼児教育においてそれぞれが果

たすべき役割を相互に認識できるよう、情報発信と啓発に努め、むつ市の子

どもたちを大切に育てていきます。
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新「むつ市教育プラン」・概要

2015･12･15

むつ市教育委員会学校教育課

１ 新「むつ市教育プラン」の目的

・むつ市長期総合計画，むつ市教育大綱，むつ市教育基本構想の具現化

２ むつ市の教育の現状と課題

・現教育プラン奏功（規範意識，望ましい人間関係，問題行動，不登校，学力） 中略

しかしながら、児童生徒がこれからのグローバル化の進展や絶え間ない技術革新、少

子高齢化や本市のさらなる過疎化等により、大きく変化する社会において、自らの力で

たくましく生き抜いていくためには、こうした変化を乗り越え、伝統や文化に立脚し、

高い志や意欲を持つ自立した人間として、他者と協働しながら価値の創造に挑み、未来

を切り拓いていく力を身につけていくことが求められています。

したがって、今後も小中学校９ブロックの小中一貫教育を継続しながら、一人一人の

可能性をより一層伸ばし、これまでの成果に加えて、新しい時代を生きる上で、必要と

される資質・能力を確実に育んでいかなければなりません。

（１）総在籍数と新入学児童生徒数の推移

児童生徒数は減少し，今後５年間で、中学校でも３校で複式学級設置が予想されます。

（２）学力の状況について

① 全国学習状況調査

小・中学校とも平成２６・２７年度ほぼ全教科で全国平均を超えています。

② 青森県学習状況調査（アクションプラン対象：評価基準 ５ポイントアップ）

小学校では直近５年間平均で３.１ポイントアップ，中学校では平成２６年度に

７.４ポイントアップ，２７年度に７.５ポイントアップを達成しました。

平成２７年度は小・中学校ともほとんどの教科で県平均を超えています。

③ むつ市総合学力調査

小・中学校とも平成２７年度調査学年の全てで全国平均を超えています。

④ 総括

総じて好ましい状況にありますが，県内トップレベルの学力を達成し，その先を

目指すために，更なる指導方法の工夫・改善に取り組んで参ります。
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（３） 問題行動・いじめ・不登校数の比較

不登校以外の問題行動が平成１９年度をピークに減少傾向になり、不登校も小中

一貫教育が完全実施になった平成２２年度をピークに減少し、平成２５年度にはそ

の数を半減させています。しかし、小学校での発生率は依然として県平均を上回っ

ており、その原因が多岐にわたり複雑化していることも多く、抜本的な解決が難し

い事例が増加しています。

※ 不登校減少（アクションプラン対象：評価基準 県の発生率を下回る）

平成２６年度の市の不登校発生率は１.２１％であり，県の１.１６％を下回る

ことは出来ませんでした。しかし，平成２５年度には県の発生率１.１２％に対

し，市は０.９５％と県を下回り目標を達成することができました。また，中学

校は平成２５・２６年度とも県の発生率を下回っており，改善の方向にあること

は間違いなく，今後，各校及び関係諸機関とも協働し，いっそうきめ細かな対応

により不登校減少に取り組んで参ります。

（平成２７年度県全体データ発表は平成２８年１０月）

３ 新教育プランの基本的な考え方と進め方

（１）新教育プラン推進目標

「郷土を愛し、夢の実現に向かい主体的に未来を切り拓く人づくり」

（２）新教育プランにおける基本的な考え方

新教育プランでは、これまでの小中一貫教育で得られた成果と課題を踏まえ継続さ

せながら、本市にとって喫緊の課題である少子高齢化、過疎化による地域存続問題を

解決するため、将来のむつ市を託せる人材の育成を図るべく、学校、家庭、地域、行

政がこれまで以上に連携し、地域や学校の実態に即し「郷土を愛し、夢の実現に向か

い主体的に未来を切り拓く人づくり」をめざす教育を推進します。

（３）期 間

教育プランの期間は、平成２９年から平成３３年までの５ヵ年計画です。

４ 教育プランがめざす子ども像・学校像

（１）めざす子ども像

『郷土を愛し、夢の実現に向けて主体的に未来を切り拓く児童生徒』

①目的を持って主体的に学ぶ子ども

②豊かな心を持ち、思いやりのある子ども

③心身ともに健康でたくましい子ども
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（２）めざす学校像

『郷土を愛し、生きる力と夢をはぐくむ学校』

①可能性を引き出す学校

②豊かな人間性をはぐくむ学校

③健康な体をはぐくむ学校

④地域に信頼される学校

５ 小中一貫教育の進め方

前教育プランで導入された市内全９中学校区（９ブロック）での小中一貫教育の取組

により、小学校から中学校への移行期における学習面の不安や人間関係づくりなどの心

理的負担、いわゆる中１ギャップの軽減がなされ、一人一人の児童生徒を９年間を通じ

て順調に成長させることができるようになってきました。

そこで、新教育プランにおいても引き続き、前期－中期－後期（４－３－２制）の基

本的な理念を踏襲しながら、各ブロックの小中一貫教育の目標や実践事項の取組につい

ては、児童生徒、保護者、教職員の意識調査を毎年度実施し、その取組状況、目標達成

状況を評価し、新しい課題にも柔軟に対応できるようブロック独自の取組を推進して参

ります。

（１）５つの共通実践事項

①学校管理体制の充実（小中合同職員会議・中期学級担任連絡協議会の開催，等）

②教職員の指導体制の充実（乗り入れ授業，小・中合同研修会の開催，等）

③教育課程の充実（９年間を見通した教育課程の編成，等）

④児童生徒の交流活動の充実（合同行事・合同学習活動，等における交流の促進）

⑤アクションプランへの取組の充実

・各種学習状況調査の活用ときめ細かな指導の充実

・より高度な能力を求める児童生徒への指導の充実

・思考・判断・表現力を向上させる指導の充実

・生徒指導上の行動連携の日常化と深化

・各学校のいじめ防止基本方針に基づく取組の強化

（２）ブロック独自の取組の推進

※ 各部ブロックが自らの特性を生かすために創意工夫を凝らし，独自の実践内容

を定める。
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６ 教育プラン重点目標

（１）可能性を引き出す学校

①小中一貫教育によって、一人一人の児童生徒の成長を継続して見守ります。

②授業の充実を図り、わかる授業を実践します。

③教員のさらなる授業力向上を図ります。

④児童生徒一人一人の学力を向上させます。

⑤英語教育の充実を図ります。

⑥キャリア教育の充実を図ります。

⑦特別支援教育の充実を図ります。

（２）豊かな人間性を育む学校

①道徳教育と人権教育を推進します。

②体験的活動を推進します。

③基本的な生活習慣を身につけます。

④きめ細かな教育相談を推進します。

⑤環境教育を推進します。

⑥いじめの根絶を目指します。（新：指導の方針と重点より）

（３）健康な体を育む学校（新：指導の方針と重点より）

①体育に関する指導を充実させます。

②安全・防災教育を推進します。

③性に関する指導を充実させます。

④食に関する指導を充実させます。

⑤保健指導の充実を図ります。

（４）地域に信頼される学校

①家庭・地域との連携を強化します。

②放課後の居場所づくりの充実を図ります。

③地域を学び、地域に貢献する体験活動を充実させます。

７ アクションプラン

（１）青森県学習状況調査において平成２９年度からの５年間の各教科平均通過率で、

県平均を３ポイント以上、上回ります。

（２）平成２９年度からの５年間の不登校発生率を県平均以下にします。
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アクションプラン評価
2015･12･15

１ 学力向上

平成２３年度からの５年間で青森県学習状況調査各教科ごと通過率（％）を

５ポイント以上アップさせます

(1) 結果

① 小学校（第５学年） ※ 四捨五入により一部不合あり , 太字は目標値到達

H.22 H.23 H.24 H.25 H.26 H.27 ５年間平均

県との差 県との差 対 H.22 県との差 対 H.22 県との差 対 H.22 県との差 対 H.22 県との差 対 H.22 県との差 対 H.22

国語 -0.8 1.8 2.6 -1.2 -0.4 -0.7 0.1 0.3 1.1 0.5 1.3 0.1 0.9

社会 -3.7 1.1 4.8 -0.8 2.9 0.8 4.5 -1.4 2.3 0.7 4.4 0.1 3.8

算数 -4.8 0.5 5.3 2.5 7.3 -0.6 4.2 -1.7 3.1 -2.8 2.0 -0.4 4.4

理科 -2.9 0.6 3.5 2.0 4.9 0.5 3.4 -2.4 0.5 0.4 3.3 0.2 3.1

総合 -3.1 1.0 4.1 0.6 3.7 0.0 3.1 -1.3 1.8 -0.3 2.8 ± 0 3.1

② 中学校（第２学年） ※ 四捨五入により一部不合あり , 太字は目標値到達

H.22 H.23 H.24 H.25 H.26 H.27 ５年間平均

県との差 県との差 対 H.22 県との差 対 H.22 県との差 対 H.22 県との差 対 H.22 県との差 対 H.22 県との差 対 H.22

国語 -2.7 -1.1 1.6 -3.6 -0.9 -0.3 2.4 0.2 2.9 -1.3 1.4 -1.2 1.5

社会 -2.9 -3.1 -0.2 -6.6 -3.7 -0.5 2.4 4.2 7.1 2.3 5.2 -0.7 2.2

数学 -6.8 -5.2 1.6 -10.6 -3.8 -1.2 5.6 3.8 10.6 6.7 13.5 -1.3 5.5

理科 -5.3 -3.8 1.5 -8.4 -3.1 -1.4 3.9 0.8 6.1 1.2 6.5 -2.3 3.0

英語 -3.9 -6.4 -2.5 -3.3 0.6 2.5 6.4 5.7 9.6 7.5 11.4 1.2 5.1

総合 -4.3 -3.9 0.4 -6.5 -2.2 -0.2 4.1 3.1 7.4 3.2 7.5 -0.9 3.4

(2) 総括

小学校は平成２３・２４年度に算数が目標を達成したもののその後は達成に至ら

ず，他の３教科は達成値に到達しなかった。中学校は平成２５年度に数学・英語が，

２６・２７年度に国語を除く全教科が目標を達成した。

平成２２年度には小・中学校とも全教科に於いて県の通過率を下回っていたが，

アクションプラン設定後の経緯を見ると，５年間で小・中学校とも全教科に於いて

県との通過率の差を縮め，現在は，ほとんどの教科で県を上回っている状況にある。

このことから，学力は確実に向上したと言う事ができる。

今後は未達成教科の指導の在り方を見直すとともに達成教科のより一層の伸長に

取り組み，全教科目標達成と県内トップレベルの学力の育成に努めたい。
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(3) 評価

① 小学校

国語 … 元々ほぼ県平均に達していたこともあり大幅な向上には至らなかった。

社会 … 目標値に僅かに及ばず達成を逃したものの，大幅な向上が認められる。

算数 … 平成２３・２４年度に目標値に達し，平均でも目標値に近づいた。

理科 … 目標達成には至らなかったが，向上が認められる。

総合 … 着実な向上が認められるものの，向上の幅が近年縮小しており，今後よ

り一層指導の改善に取り組む必要性が認められる。

算数に於いて平成２３・２４年度に目標到達域に達した。その後は目標に達し

なかったものの５年間の平均通過率は基準年を４.４ポイント上回っており，目

標に近づいたと捉える事ができる。社会・理科に於いては，５ポイントアップに

極めて近づいた年度もあったが達成には至らなかった。

しかし，５年間の４教科総合通過率は基準年を３.１ポイント上回っており，

学力の向上を認める事ができる。特に基準年に於ける県との差が中学校に比して

１ポイント以上高かった小学校（小 -3.1，中 -4.3）が５年間の平均で中学校と
ほぼ等しいアップ数を達成したことは高く評価されるものである。

また平成２３～２５年度に於いて県の通過率を上回っていたものの平成２６・

２７年度には県を下回ったことを考慮すると，活用型学力の育成に取り組むこと

が今後の課題であると考えられる。

② 中学校

国語 … 向上は認められるものの小規模であった。

社会 … H.26･27に目標値に達し，目標を達成することができた。
数学 … H.25･26･27に目標値に達し，目標を達成することができた。
理科 … H.26･27に目標値に達し，目標を達成することができた。
英語 … H.25･26･27に目標値に達し，目標を達成することができた。
総合 … H.26に全教科に於いて県平均を上回るとともに，目標を大幅に上回る

ことができた。H.27も国語が県平均を下回ったものの他は同様である。

平成２６年度に全教科が，２７年度には国語を除く４教科が県平均を上回り，

５教科総合の通過率は，それぞれ県平均を３.１(H.26)，３.２(H.27)ポイント
上回った。両年度とも国語を除く４教科が５ポイントアップを達成し，５教科総

合では７.４(H.26)，７.５(H.27)ポイントアップとなり，ほぼ目標を達成した。
しかし，平成２３～２５年度はほとんどすべての教科で県の通過率を下回って

いたことに留意し，かかる好結果を継続・飛躍させるために学習指導の充実によ

り一層取り組むことが求められる。

また，平成２２～２４年度の小学校データと２５～２７年度の中学校データは

調査対象者が同一であり，両者を比較すると明らかな向上が認められる。このこ

とは，小学校５年から中学校２年までのむつ市内各校の教育活動の充実を示して

いるものと捉えることができる。

(4) 参考（各種調査結果の概要）

① 国の調査：小中とも平成２６・２７年度ほぼ全教科で全国平均を超えている。

② 市の調査：小中とも平成２７年度調査学年の全て（小５～中３）で全国平均を

超えている。
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２ 不登校減少（暫定評価）

平成２３年度からの５年間で不登校児童生徒の発生率を県よりも下回らせます

(1) 結果
※ 太字は目標値到達

H.22 H.23 H.24 H.25 H.26 H.27

実数 発 生 率 実数 発 生 率 実数 発 生 率 実数 発 生 率 実数 発 生 率 実数 発 生 率

小 むつ市 21 0.58 12 0.34 14 0.42 13 0.41 17 0.57
学
校 青森県 200 0.27 190 0.26 180 0.26 197 0.29 214 0.33

中 むつ市 79 4.11 80 4.16 68 3.70 34 1.95 40 2.40
学
校 青森県 1177 2.92 1108 2.80 1041 2.64 985 2.56 975 2.60

合 むつ市 100 1.81 92 1.70 82 1.61 47 0.95 57 1.23

計 青森県 1377 1.20 1298 1.17 1221 1.12 1182 1.12 1189 1.16

(2) 総括

平成２５年度に目標を達成したが，平成２６年度はわずかに達成できなかった。

（H25：市０.９５％，県１.１２％ H26：市１.２３％，県１.１６％）
今年度の市内児童・生徒の不登校傾向は昨年度とほぼ同等であり，このまま推移

した場合，市の発生率がほぼ県と等しくなることが推測される。この現状を改善す

るために，学校及び関係諸機関が連携を深め，不登校の未然防止と不登校児童・生

徒の学校復帰に努めることが望まれる。

(3) 評価

① 小学校

残念ながら，発生率が県を上回る状況が続いている。背景には不登校の原因が

校外を含め多岐にわたっている現状があり，これまで以上に学校・家庭及び関係

諸機関が連携し，協働する必要がある。進級・進学後に不登校傾向が顕在化して

からの改善が難しいことからも，早期発見・早期対応に努めることが望まれる。

② 中学校

平成２５・２６年度と２年連続して県を下回ることができた。しかし，中学校

における不登校発生率は小学校を大きく上回っており，その原因は中学校１学年

での増加にある。こうした“中１ギャップ”を解決していくことが大きな課題で

あり，小中間の連携強化及び中学校でのさらなる指導改善が望まれる。

(4) 参考

中学校は平成２５年度から県の発生率を下回っている。

（H25：市１.９５％，県２.５６％ H26：市２.４０％，県２.６０％）
今年度現時点での不登校傾向児童・生徒数は昨年度同月期にほぼ等しい。

- 19 -



- 20 -



- 21 -

参考:むつ市長期総合計画
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